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Ⅹ 一般条項

1 契約期間

Itistheintentionofthepartiestonegoti-

ate an extension ofthis Agreement

beyond31March2010andsuchnegotia-

tions shall commence prlOr tO 30

September2009.

当事者は2010年 3月31日以降の本契約の更

新について交渉することを意図し,当諸交

渉は2009年 9月30日より前に開始すること

とする｡

この条項は3年の期間の定めをもつ契約の,

それ以降の更新,延長について述べたものであ

る｡当事者の意図はこれで分かるが,当事者に

何の義務を課しているのかがよく分からないと

いう問題がある｡

まずこの条項は更新の交渉を開始することを

要求している｡その限りでは当事者は交渉を始

めることに合意してはいる｡しかし交渉する義

務は妥結する義務を意味しないし,またどの程

度の交渉をする義務があるのかもはっきりしな

い｡ 1回会って1時間交渉して,話がまとまら

なかったら,それで義務を果たしたことになる

のだろうか｡それとも果たさなかったことにな

るのだろうか｡形式上 ｢開始する｣ことは開始

したのだから,結果がなくても義務を履行した

*なかむらひでお,小樽商科大学大学院商学研究科
教授

中 村 秀 雄*

と言えるのだろうか｡

｢開始することとする｣という義務を文字通

り ｢開始する｣ことだけだ,と読むのは確かに

当事者の実務的意図に反するだろう｡そのよう

な解釈は商業契約の ｢商業性｣に反すると一般

的に考えられそうである｡開始はしたが片方が

3年の延長を提示し,もう片方がとりあえず 2

年の延長にしようと主張して,折合いがつかな

かったらどちらかが義務違反になるのであろう

か｡この程度まで具体的に話が進めば,｢開始

する｣義務は七分通り果たしたといえるのだろ

うか｡また片方が10年を提示し,他方は6ケ月

ごとと言ったら,どちらかが不合理に義務の履

行を拒否したことになるのであろうか｡お互い

に ｢相手が交渉に不熱心である｣,｢相手の提案

は不合理である｣という非難をすることは可能

でも,非難の根拠が自分自身が設定した水準に

てらしてである限り,法的な問題にはなりえな
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い｡交渉を開始する以上は,ある程度商業的合

理性をもった交渉に応じる義務は認められよう

が,最終的に落着くべき所の指標が全くないの

だから,結果的にはどのような形で破談になっ

ても義務違反にはなるまい｡契約上の義務とい

うからには,原則として違反の場合の制裁 (具

体的には損害賠償の形になるであろう)が可能

でなければならないが,ここではもし遠反した

当事者が義務を履行していたら,相手方当事者

がおかれたであろう地位に金銭をもって戻す,

という損害賠償の原則を適用することは不可能

である｡なぜならもし当事者が交渉を開始し,

合理的な条件について話し合えば,何年の延長

に合意していたはずという水準は誰にもわから

ないし,もしこれを ｢客観的｣に裁判所が設定

したとすると,それはほとんど当事者の黙示の

意図に名をかりて,裁判所が契約書を書いてい

るのと同じことになり,許されないことだから

である｡

ではどのようにしたら意図を達成できるであ

ろうか｡言うまでもなく最も簡単な解決法は更

新の原則を設定してしまうことである｡もちろ

ん当事者の意図に反して更新するわけにはいか

ないから,どちらかが反対の意思を表明すれば,

契約は終了するとする｡

Aftertheinitialterm ofthisAgreement,

thisAgreementshallautomatically be

renewedforfurtherperiodsofthree(3)

yearseachunlesseitherpartynotifiesthe

otherofitsintentiontoterminatethis

Agreementnolatertllan ninety(90)

dayspriortotheendofthetllenCurrent

termthereof.

このアプローチは更新をデフォル トのポジ

ションにするものである｡同じことだが当初の

意図をもう少し濃く前面に出すこともできる｡

Itistheintention…andsuchnegotiations

shall…30September2009.Unlessboth

parties agree not to renew this

Agreement,thisAgreementshallremain

effectiveafter31March2010subjectto

terminationbyeitherpartyatanytime

uponsix(6)months'priorwrittennotice.

このようにすればお互いに努力して交渉して

も詳細がまとまらないが,終了するわけではな

いというときは,とりあえず最低 6ケ月,最高

無期限の応急延長のメカニズムが働く｡もし終

了に合意すれば問題はないが,片方が終了を希

望し相手方が延長を希望するときは,6ケ月間

だけ終了を希望する側が不便を忍べば終了させ

られる｡この不安定さを逆に当事者の交渉妥結

に向けての圧力に利用するわけである｡

当事者双方が満足している内は,大袈裟に言

えば契約書などなくてもその関係は維持できる｡

しかしいったん片方当事者が不満をもつと,節

単なことも合意できなくなる｡そのときに片方

の当事者だけで問題が解決できるようになって

いるのが好ましい契約である｡長期契約,継続

的契約の契約期間にこれを当てはめてみると,

原則は契約が有効に存続することである｡しか

し25年契約などというのは例外を除いてありえ

ないので,結局何年かの期間を設定することに

なる｡その延長について意見があわないときに

は,片方が延長を望み,他方が終了を主張する

ことになる｡上の2つの修正案はそのことを明

らかにしたところにポイントがある｡延長派は

単独で運命を決められる｡つまり何もしなけれ

ばよい｡終了派も同じく1人で決められる｡終

了通知を出せばよいのである｡ どちらの当事者

も少なくとも自分がしたくないことをさせられ

る,という事態にはならない (したかったこと

ができなくなるというケースはありうるが,こ

れは積極的な損失ではない)｡

それでは上のように自動延長に解除権がつい

たものと,固定期間に合意延長を定めたものは

同じだろうか｡上の原則を適用すれば同じこと

になりそうである｡なぜなら片方当事者が終了

を望めば,何もしないことによって自動的に,

相手の協力なく,目的を達成できるからである｡

双方が延長に合意すれば,合意した内容に従っ

て延長される｡

しかし実務的には少なくとも2つの微妙に異

なる点がある｡まず第 1に自動延長を決めた契

約は,終了派が適時に通知を出しそこなうと,

現状が継続するということである｡契約管理を

きちんとしていれば,特に大問題ではないのだ
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が,現実には優柔不断な検討をしている内に,

終了通知を出す時機を逸する場合もなくはない｡

この場合双方共何もしないことによって現状が

継続する｡定期の契約では逆のことが起こる｡

第 2に定期の契約を延長する合意をするに当

たっては,双方共延長に異議がなく,本来なら

どれだけの延長をするかだけが争点であるはず

のところ,延長の期間のみならずしばしば契約

内容の見直しを要求されることがある｡強い立

場に立つ当事者が延長を餌に,条件改善を試み

ることは想像に難くないだろう｡自動延長形式

でなら終了させない限り,従来の条件で続くの

だから弱い立場に立つ方には有利である｡逆に

言えばこれらの欠点を補った合意延長条項が作

れれば,どちらにしても同じなのだが,実務か

ら言うと黙っていれば原則が継続する方が,〟

分の利があるように感じられる｡

2 契約締結時に履行渚の事項の取扱い

TheTravelAgencyshallreservefour

suiteroomsattheHotelnolaterthanll

NovemberandnotifytheCompanyto

thateffectpromptly uponmakingthe

reservation.

旅行代理店は11月11日までにホテルに4部

屋のスイー トルームを予約し,予約完了次

第その旨を,速やかに会社に通知しなけれ

ばならない｡

ここでは,このような条項を含む契約書を交

渉している間に,実際に時が経過してしまって,

契約書を作成する段階ではすでに予約が完了し

ている,そしてその旨は会社側に通知されてい

るという場合に,契約書に何か書く必要がある

かどうかかを考えてみよう｡ 1つの考え方とし

てすでに義務が履行されているのだから,こと

さらこのことは書く必要はないというものがあ

ろう｡ しかしもし何 も書かなかったとしたら,

この4部屋を予約したことがその取引全体の中

でどういう意味だったのか,また誰の義務で

あったのかの記録は,全 く残らないこととなる｡

そしてたとえばその予約に暇痕が存在して,実
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際にその部屋が使えなかったといった場合に,

責任を問う根拠が少なくとも契約書中にはない

ことになる｡

そこで実際にそのようなことが起こったとし

ても,予約の義務が履行されていることを契約

書に表現しておくことが考えられる｡その場合

の方法として,ひとつは契約に遡及効をもたせ

て実際の契約日は11月11日より後であるとして

ち,契約はたとえば8月1日から効力をもつと

する方法がある｡そうすればこの契約は8月1

日以降に義務としてなされたことを,当然に含

むことができる｡もし旅行代理店による予約の

完了日が,契約日とほんの数日しか違わないと

いうのであれば,多少の時間の前後には目をつ

ぶって,その予約がなされた目の前の目付けで

asofとして契約をしてしまうということも考え

られるであろう｡そして予約完了の通知も行っ

ておく｡

記録に残 しておくという面を重視するなら

Whereasclauseに入れておくことも可能であ

る｡義務や責任については必ずしも明確ではな

いが,取引の全容を書きとめておくことはでき

る｡

ここではそのいずれでもなく,契約は義務が

完了した後の日付で締結されるが,その中で旅

行代理店は義務を負っていたことを認識し,そ

してそれがすでに履行されたことを両当事者が

確認する形の文章にしてみよう｡この場合次の

ように表現することができる｡

TheTravelAgencyacknowledgesthatit

agreedtoreservefoursuiteroomsatthe

HotelnolaterthanllNovemberandthe

Company confirms that the Travel

AgencyhasnotifiedtheCompanythat

theTravelAgellCyhasdulymadethe

reservation.

ここでは当事者がこの契約締結時において,

すでに旅行代理店の任務が完了されていること

を承認しているが,この契約締結日は必ずしも

義務を負った日より後で,かつ11月11日より後

である必要はない｡たとえば8月 1日に本来契

約をしようとしていたところが,契約書の作成

が遅れているうちに9月に予約が完了し,ュo月



936 国際商事法務 Vol.36,No.7(2008)

に契約を締結する段になっても上のように書く

ことができる｡もちろん12月に契約した場合で

も同じ文章で通用する｡では次のような英文と

した場合に何か問題があるだろうか｡

The Parties confirm thatthe Travel

Agencyundertooktoreserve女)ursuite

roomsattheHotelnolaterthan ll

Novemberandthatthereservationhas

beendulymade,whichfacthasalready

beennotifiedtotheCompany,

先に掲げた文章と上の文章の微妙な違いは,

先の方は旅行代理店が自ら予約をする義務を

負ったことを確認し,それを履行したと述べて

いるのに対して,この文章は予約がなされたと

いうことを会社側も確認しているという点であ

る｡つまりこの文章では旅行代理店が予約をし

たという事実を,会社が事実として確認したと

いうことになる｡万が一旅行代理店が予約をし

たといいながら実はしていなかった,あるいは

その予約の内容が不正確であった場合,先の文

章では会社側は自分自身については,単に通知

を受けたことしか積極的に述べていないのに対

して,この文章では会社は単に通知を受けたに

すぎないのに,内容まで事実であると確認して

しまっているわけである｡もちろん実際に会社

側も予約の確認をしたのであれば問題はないが,

｢そう聞いている｣にすぎないのであれば,節

者が好ましい｡

3 repTeSentations

PartyAandPartyBrepresentthatasof

thedateofthisAgreementeachofParty

AandPartyBhasperformedorcomplied

withallthedutiesandobligationsunder

theStockPurcllaSeContract.

甲と乙は本契約締結日現在,甲および乙の

それぞれが資産売買契約の下におけるすべ

ての義務を履行し,遵守していることを表

明する｡

この条項はよくみられる representationの

条項である｡条項の目的は各当事者がある契約

にもとづく義務を履行していることなどを,お

のおの表明することにある｡しかしこの文章を

よく読むといくつかの問題がある｡

まず主語が PartyAandPartyB となって

いることである｡もちろん相対する当事者が,

共同で以下のことを表明しているわけではない

こと,つまり両者が ｢共同で｣各当事者につい

て何かを言っているのではないことは当然理解

できるのだが,文理上はそう読めてしまう｡

次に仮に今の部分が PartyA ｢もしくは｣

PartyBは,と解釈されたとしても,PartyA

もしくは PartyBは何を表明しているのかと

いえば,これに続 く文章は eachofPartyA

andPartyB となっているのであるか ら,

｢PartyA と PartyBはおのおの以下のとお

り｣ということを表明していることになる｡し

かしPartyA も PartyBも自分自身について

しか表明できないし,表明するべきではない｡

このように考えると,一番安全な方法は

PartyA について1文,そして PartyBにつ

いて1文,次のようにおのおの書くことであろ

う ｡

空也 _些representsthatasofthedateof

thisAgreementithasperformedorcom-

pliedwithallofits...

PartyBrepresentsthatasofthedateof

thisAgreementithasperformed and

compliedwithallofits…

こうすれば最もはっきりするのだが,同じよ

うな内容のことを2度繰 り返さなければならな

い,という面倒くささが存在する｡ではひとつ

の文章の中で,同じ趣旨を表すことができない

だろうか｡そのためにはおのおのの当事者が自

分自身について,と書けばよいのである｡次の

ように書き表すことができないだろうか｡

EachofPartyAandPartyBiepreSentS

astoitselfthatasofthedateofthis

Agreementithasperformedandcom-

pliedwithallofits…

次のようにしても同じことを書き表すことが

できる｡

PartyA andPartyBrepresentb each
other that as of the date of this
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Agreementithasperformedandcom-

pliedwithallofits...

4 EmtireAgreememt条項

This Agreementsupersedes allprior

negotiationsbetweenthepartiesheretoin

respectofthesubjectmatterhereof.

本契約は本契約の内容に関する,当事者間

の従前の交渉事項を無効にする｡

英米法における証拠法の原則のひとつに,

いったん契約書が作成されたら,契約書の記載

事項に追加 したり,修正したり,それと矛盾す

るような従前の合意を裁判に証拠として提出で

きない,という趣旨の ｢口頭証拠排除の原則｣

(parolevidencerule)1がある｡口頭証拠排除の

原則自身にはさまざまな例外があるし,またこ

の原則は英米法国での裁判においてしか意味が

ない｡しかしその目的とする所は有益なもので

あるので, これを強化 した上で明文化 した

EntireAgreement条項は,従前の予備的な合

意のすべてを無効にしようとする試みとして,

大抵の契約書に見出すことができる｡

それはそれとして上の例は,実は契約書に書

かれた事項以外に書き忘れたことや,自分に有

利なことがあるかもしれないので,契約書は記

載事項についてだけは,従前の合意に ｢優先｣

するが,従前の合意をその内容如何を問わず

｢すべて｣無効にするわけではない,というこ

とを意図して作られたものである,といわれる

ことがときどきある｡しかしこの目的が達成さ

れるかどうかには多大な疑問がある｡

まず理由の第-は Supersedeという言葉は,

｢優先する｣ というのではなく,｢無効にする｣
｢置き替える｣｢覆す｣という意味に使われるか

らである｡その結果従前の ｢すべて｣の交渉事

は効力を失う,ことになるはずである｡つまり

言葉の意味を間違えているのである｡しばしば

Supersedeに加えて,cancel,replace,invali-

date,operatetotheexclusionofといった語

句と併用されるのを見れば,そのことはよく分

かる｡

937

次に ｢本契約の内容に関する｣交渉事は無効

になっても,本契約に書いていないことに関す

る事項は残る,という議論もあるかもしれない｡

しかしもし契約中に,本商品の価格は1個 1万

円であるとしか書いていないときに,｢1千個

以上買ったら5%の値引きがあるという別途の

合意は,本契約の内容に関係しないから生き残

る｣と言えるだろうか｡本取引について何 らか

のことを言えば,それは ｢本契約の内容｣に関

わることである,というのが合理的な解釈であ

ろう｡ ｢口頭証拠排除の原則｣自身も ｢追加｣

を認めていない｡

さらに英文契約書を英米法の解釈原則にもと

づいて考えるとすれば,当事者の意思もしくは

業界の慣習などにもとづく黙示の条件が認めら

れるときを除いて,契約書は当事者が合意した

すべての事項を含むものであり,それ以外の事

項は排除するという意思があったと考えられる

ものだから,それ以外のものを認める根拠はな

いと思われる｡

また英米法は契約書を,どちらかというと客

観的に解釈しようとする傾向があるので,それ

以外のものを認めるには,かなり有力な指針が

契約書中になければならない｡この条項は一般

的な EntireAgreement条項の型に従って作ら

れているので,一般的に期待された目的をもっ

て作 られたという強い推定が働 くであろう｡特

に裁判 という場で,この文章は優劣の問題で

あって,有効無効の問題ではない,と主張する

のはきわめて困難なことと思われる｡

仮に準拠法が英米法ではなく,実体法上の問

題として,もっと自由に当事者の主観的意図の

立証を許す法体系にもとづ くとしても,紛争に

なったときに相手方の認めようとしない点を裁

判官に認めさせるのは難しいであろうことは想

像に難 くない｡

それでは従前の交渉事で,この契約と矛盾す

るわけではないが,その内容を補う程度のもの

は保存しておこうとしたら,どのように修正す

ればよいであろうか｡実はそのような方法はな

いといってよかろう｡何か残しておくべき事項

があるなら,契約書中に書き,それ以外につい

ては締結の時点では諦めるが,もし後日出てき
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たら修正契約の形で書面にするしかない｡その

ときになってそんなことは合意されていないと

相手方に主張されたら,上の文章をもってして

は救いがたいだろう｡しかし一応何か書いてお

きたいというなら次のような工夫は,多少の効

力があるかもしれないが,保証の限りではない｡

ThisAgreementtakesprecedenceover

prlOrnegotiationsbetween theparties

heretoinrespectofthemattersexpressly

providedherein.

5 通知条項一見なし受領-

Anynoticerequiredorpermittedhereun-

dershallbedeemedtohavebeensuffi-

Cientlygivenorservedonthedatewhen

itismailedbyreglSteredairmail,postage

prepaid,addressedtotheparty being

notified.

本契約上で要求されている,または出すこ

とのできる通知は,郵便料金納付済の書留

航空便で,通知すべき当事者に発送した時

に,適法に通知されたものと見なす｡

この規定はしばしば見かける通知条項である｡

契約書の中には通知をすることを要求していた

り,通知をすることによって,何らかの権利を

行使することができる条項が少なくない｡たと

えば不可抗力の利益を主張するものは,通知を

出すことを要求される｡契約を解除するものは,

通知をすることによって解除をすることができ

る (できるのであって,必ずしも該当事由が発

生したときに,解除しなければならないことを

意味するのではない)｡買主が船積 日を指定す

るにも通知が必要である｡

本条項は通知が書留航空便で送付され次第,

即座に十分な通知がなされたと見なす規定であ

るOこのこと自身は特に問題であるわけではな

いが,通知が実際に受領される前に通知がなさ

れたものと見なす規定は,通知を受ける可能性

が高い当事者にとっては不利に働くであろう｡

なぜなら通知が到着した時点ですでに何日聞か

の日が経過してしまっているからである｡たと

えば契約不履行の際に,一定の治癒期間を経て

不履行が治癒されなかった場合は,相手方に解

除権があるという定めをもつ契約を例にとって

見よう｡自分が種々の義務を負っているためど

ちらかというと技術的にも,実質的にも不履行

をすることが多いとすれば,相手方が通知を出

した時点で治癒期間がスター トすることになる

ような本規定は不利に働 くであろう｡相手が不

可抗力によって契約を妨げられる可能性が多い

場合には,このようにしておくと,相手はただ

ちに不可抗力の恩恵を受けるのに対して,こち

ら側は通知を実際に受領するまで,相手方が不

可抗力条項の適用を開始したことが分からない,

という状態に置かれることになる｡また債権譲

渡の通知なども発送と同時に有効となるとすれ

ば2,二重払いの危険にさらされることすらあ

ろう｡

自分がどちらの立場に立つかは,場合により

けりであることを考えると,発送をもって効力

を認めるのはあまり好ましくないようである｡

しからば受領をもって効力を認めるのがよいか

と言えば,通知を出す側としては,いつから通

知の内容に沿って行動を起こしてよいかがわか

らない,遅着,不着のリスクをとらされると

いった見地からこれも受け入れにくい｡そこで

一定の合理的期間をおいて発効させることが,

もっとも- -一般的に行われる｡次の例はそれを表

すものである3｡

Anynoticerequiredorpermittedhereun-

dershallbedeemedtohavebeensufEi-

cientlygivenorservedseven(7)days

afterthedateofthepostmark when

mailedbyregisteredairmail,postagepre-

paidoronthedayfollowingthedateof

dispatchwhensentbyfaxtotheparty

beingnotified.

とはいえまれには受領をもって発効すること

もなくはない｡次のように書けばよいだろう｡

なおいずれにしても2つ以上の通知の方法を規

定したり,正式な方法に加えて,予備的な確認

の手段を講じることを要求しておくのが良い｡

AnynoticeglVenunderthisAgreement

shallbeinwrltlngandmaybeserved:
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- personally:

- byrecordeddeliverymail:

- by facsimile(to be confirmed by

post)∴

A noticeshallbedeemedtohavebeen

communicatedtlpOnthedateofactual

delivery.

Allnoticesrequiredorpermittedtobe

glVenpurSuanttOthisAgreementsllall

beinwritlngandsentbyregisteredpost.

Atthesametimeacopyofthenotice

shallbesentbyfaxoremail.Anynotice

shallbeeffectiveonthedayltisreceived.

ところで昨今 e-メールの使用の増加にともな

い eメ ールによる通知の可否を検討する必要が

出てきているoe-メールの場合には次のような

問題点があるので,いまだこれを契約上の通知

の唯一の方法とすることは勧められない,J通常

の連絡に使うのは良いとして,重大な権利や義

務に関わる通知は従来の方法によるか,従来の

方法と併用すべきであろう｡

① e-メールがグループサーバーに着いたとき

を受領とするか,名宛人がこれを見たときに

受領とするか決めがたい｡

② 名宛人が誰になるのか,という問題もある｡

通知は組織にあててなされるものであるのに,

組織が適当なメールアドレスを持っていない

かもしれない｡

③ コンビュ-ターを起動し,メール,ソフトを

起動しない限り受領の事実が分からない｡

④ メールは文字化けが発生したり,ウインド

ウズとマックの間で添付書類が読めたり読め

なかったりすることもあり,通知を与えた側

の情報がすべて受領者に伝わるかどうかが分

からない｡

6) メールは強いて見なければ,受領者は実際

に見ることがないこともありうるO 郵便の場

合は組織に対して配達されるので,名宛人は

これを見たものと推定することに問題はない

が,パスワー ドなどの手続きを経なければ他

人が見ることのできない通知を,組織に対す

る通知と見なすことができるかどうかについ

939

ては疑問がある｡

(む 郵便やファックスの場合は不着の場合に確

認するすべがあるが,e-メールでは必ずしも

すべてのソフトウェアで通信の受領,メッ

セージの開封を確認することができない場合

がある｡

6 準拠法-ウィーン動産売買条約の適用-

ThisContractshahbegovernedbyand

construedinaccordancewiththeinternal

lawsoftheStateofWisconsinandthe

UnitedStatesofAmerica①. Therights

andobligationsofthepartiesherein麺iau

地 ofthe
1980 日nited Nations Convention on

Contractsforthe Saleof

Goodsq).

本契約はウィスコンシン州法およびアメリ

カ合衆国法に準拠し,解釈される｡当事者

の権利,義務は1980年の国際動産売買に関

する国連条約の定めに準拠するものではな

い｡

① tbeinternallawsoftheState...and…

America

結局ここで適用される法律は何だろうか｡こ

の条項が意図するところは,ウィスコンシン州

内で行われる取引に適用される法と同じ法が,

この契約にも適用されるということである｡

iユlternallaw に対置される言葉は international

law である｡後者は publicinternationallawと

privateinternatiollallaw に分かれ,前者は国

家間の関係を規律するもので私人間の取引には

関係ない｡後者は国際私法であるが,契約中で

準拠法の指定をするときには,ある法域内で行

われている実体法だけを指し,その中の国際私

法は契約に関する範囲で除外すると考えられて

いる｡契約の準拠法として,反致などの可能性

のある国際私法を取 り込むことは無用な混乱の

種をまくおそれがあり,意味がないと考えるか

らである｡したがって私人間の取引に関係なく

はないが,適用しないとするのが通常である｡
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その結果この条項下では,ウィスコンシン州で

契約に適用される実体法 (典型的には契約法や,

統一商事法典の同州版) と,事象によっては連

邦管轄になるために登場 して くる連邦法 (たと

えば運送に関する法や特許に関する法)が適用

されるという合意をしていることになる｡

ウィスコンシン州法に合意するかどうかは別

の観点から考えるとして,合意するとすればど

ちらの当事者の立場から考えても,この定めに

特に問題はない｡ この他によく見 られるバ リ

エーションには次のようなものがある｡

ThisAgreementshallbegovernedasto

allmatters,includingvalidity,construc-

tionandperformance,bythelawsofthe

Stateof…,providedthatanyconflictof

lawprovisionsthereofshallnotapply.

conflictoflawprovisionsは同州の国際私法

の規定を指 し (上の privateinternationallaw

と同義である),それらは適用 されないとして

いる｡

ThisAgreementshallbegovernedbythe

lawsof…(excludingtheconnictoflaw

rulesthereof).

ともいえる｡

② shallnotbegovernedby1980United

NationsConventiononColltraCtSforthe

lnternationalSaleofGoods

CISG と略称 される国際動産売買に関する国

連 条 約 (ウ ィー ンで サ イ ン され た の で ,

｢ウィーン売買条約｣,ViennaConventionなど

ともいいならわしている)は,世界各国の売買

契約に関する国内法を統一することが理想であ

るが,実際には不可能であることに鑑みて,国

際取引に関してだけ統一法を作ろうという企て

で,世界の主な貿易国中で 日本4や英国はまだ

加盟 していないが,米国,欧州の国々をはじめ

多 くの国が加盟 している｡この条約は次のよう

に定めているため5,条約加盟国の法を準拠法

として指定すれば,非加盟国の当事者を含む契

約にも自動的に適用されることになる6｡

第 1条

(1) この条約は,営業所が異なる国にある

当事者間の物品売買契約につき,次の場合

に適用される｡

(a) ‥….

(b) 国際私法の規則により,締約国法が適

用される場合

米国は加盟国であるが,条約に対する信頼が

まだ普遍的になっていないように見受けられ,

これを排除することが頻繁に行われる｡条約は

第 6条に次のような規定をおいてお り,当事者

の合意での排除を認める｡

第 6条

当事者は,この条約の適用を排除……でき

る｡

この他の国で作成された契約書にも時にこの

規定がある｡

いずれにしてもこのような ドラフ トについて

の対応方法 として, 3つのオプションが考えら

れる｡その 1つは上記の例でいえば提案を受け

入れること,2番 目はこちらのよいと思う法律

(たとえば 日本法)をカウンターとして提案す

ること, 3番 目には条約の排除の部分に反対 し,

もっぱら条約が適用 されることを主張すること

である7｡いずれにするかは結果的に適用 され

ることになる法律の適用をよく理解 しているか

ということと,その法を準拠法 とするのが自分

に有利かどうかということによる｡

〔注〕

1 ｢作成のキーポイント｣239頁｡

2 現地の法定要件が別途ある場合はこれに従うこ

とは言うまでもない｡

3 なお以前はテレックスや電報による通知を規定

することが少なくなかったが,最近はほとんど使

われていないので,書かれることが少なくなって

いる｡

4 遠からず批准する予定である｡

5 以下日本語訳は甲斐道太郎ほか編 『注釈国際統

一売買法』(法律文化社,2000)による｡

6 ただし同条約第95条による適用留保や,法廷地

が加盟国かどうかといった技術的な問題はあるが,

これは専門書に譲る｡

7 ただし条約でカバーされない部分があったら,

ウィスコンシン州に戻るだろう｡ ①


